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  議会運営委員会資料 

令和８年５月２７日 

議会のＤＸ化に伴う文書共有システムの導入について 

 

 令和７年 12 月 11 日の議会運営委員会で決定した「議会のＤＸ化」について、令和８年８月

閉会中委員会からの実施に向けて、文書共有システム（SideBooks）の運用方法等が決定し

たため、下記のとおり報告する。 

  

記 

１ 資料閲覧方法について 

令和８年８月閉会中委員会から、事務局が会議等で使用するデータを、文書共有システム 

（SideBooks）へ格納する。 

議員は各自の端末により、文書共有システム（SideBooks）を活用して資料を閲覧する。 

 ※システムエラー等に備え、議員は可能な限り自己端末のデスクトップ上に会議に必要な資

料のダウンロードを事前に行う。 

２ 文書共有システム（SideBooks）とは 

文書共有システム（SideBooks）は、「会議運営機能」と「文書管理機能」を一体化したペ 

ーパーレス文書共有システム。電子化（主にPDF化）した文書をクラウド上の「電子本棚」に 

保管し、登録されたメンバーがPC・タブレット・スマートフォンなどから閲覧・活用できる。 

 なお、システム使用者は議員、事務局職員及び議長が特に必要と定めた者とする。 

【SideBooks画面イメージ】 
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３ 資料格納時期について 

(1)常任・特別委員会（予・決算は除く）資料：概ね１週間前 

(2)予算・決算特別委員会資料：会議前日  

なお、資料の取扱いについては現行の申し合わせどおりとする。 

(3)幹事長会・議会運営委員会資料：会議前日 

(4)本会議資料：会議前日 

 (5)議案説明会・全員協議会資料：会議前日 

 ※会議録及び資料要求のあった資料等については、適宜格納することとする。 

 ※資料格納時に事務局からの通知は行わない、各議員が適宜資料を確認することとする。 

 

４ 資料におけるページ番号について 

ページ番号を指定する際は、従来通り資料に付番されている番号を指定する。 

 別紙１のとおり 

 

５ 議員向け講習会の実施について 

 全議員を対象にシステム事業者による操作講習会を実施する。 

 ※講習会日程は、調整の上、連絡する。 

 

６ 無線 LAN（Wi-Fi）環境の構築・運用について 

 文書共有システム（SideBooks）の導入に合わせ、区議会施設（本庁舎 10階～13階）で利

用できる無線 LAN（Wi-Fi）環境を構築し、適宜運用を開始する。 

 運用にあたり、利用対象者、利用方法、利用範囲等を示す「板橋区議会無線 LAN運用要領」

を別紙２のとおり定める。 

 なお、無線 LAN（Wi-Fi）への接続に関しては、マニュアル等を作成し、別途配付する。 

  

７ 予算・決算関係資料の取扱いについて 

予算・決算関係資料については、他の資料と並行して閲覧・比較することが必要であり、紙

ベースでの資料提供の需要が高いことから、将来の完全データ化を見据えつつ、現段階では、

データと紙を併用して配付することとし、今後運用について検討していくこととする。 

 

８ その他 

 パソコン等端末の取扱いについては、引き続き、令和５年３月２２日の議会運営委員会決定

「本会議場及び委員会室におけるパソコン等端末の使用について」を適用する。 
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板橋区議会 無線 LAN運用要領（案）資料 

1．目的 

本会議場および議会関係室に設置する無線 LAN について、円滑かつ適正に運用

するためのルールを定めるものです。 

ペーパーレス化の推進と議会運営の効率化を目的としています。 

2．利用目的 

• 議事資料の電子的閲覧 

• 議事に関する調査情報確認 

• ペーパーレス化等による議会運営の効率化 

3．利用できる方 

• 区議会議員 

• 区議会事務局職員 

• その他、議長が必要と認めた者 

 

※端末は各自で用意管理していただきます。 

 

4．利用時間方法 

• 議会施設の使用が認められている時間内 

• 議長が定める認証方法で接続 

• 端末設定管理は利用者の自己責任 

5．禁止注意事項 

• 議事と無関係なインターネット利用  

• 通話等、議事の妨げとなる行為 

※その他、議会運営に支障を及ぼす行為。 

6．利用制限 

議事運営に支障が生じる場合等、議長の判断により利用を制限または停止する

ことがあります。 

7．免責 

無線 LAN の利用または利用不能により生じた損害について、区議会は責任を負

いません。 



 

板橋区議会無線 LAN運用要領（案） 

 

令和〇年〇月〇日 

板橋区議会議長決定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本会議場及び議会関係室における無線 LANを円滑に運用するため、必

要な事項を定めるものとする。 

（設置目的） 

第２条 無線 LANは、次に掲げる目的のために設置するものとする。 

（１）議事に関する資料の電子的閲覧 

（２）議事に関係する情報の調査及び確認 

（３）議会のペーパーレス化及び議事運営の効率化 

（利用対象者） 

第３条 無線 LANを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）区議会議員 

（２）区議会事務局職員 

（３）その他議長が必要と認める者 

２ 無線 LANの利用に必要な端末装置及びソフトウェア等の設定については、利用者自身が

用意及び準備するものとする。 

（利用時間） 

第４条 無線 LANを利用できる時間は、原則として区議会施設の使用が認められている時

間内とする。 

（利用方法） 

第５条 無線 LANの利用にあたっては、第３条第１項に掲げる者のみが利用可能となるよう、

議長が指定する認証方法により接続するものとする。 

２ 無線 LANの利用に必要な端末機器の準備及び設定は、利用者自身の責任において行う

ものとする。 

（利用範囲） 

第６条 無線 LANの利用は、当該会議における議事に関係する用途に限るものとする。 

 

（禁止事項） 

第７条 利用者は、無線 LANの利用にあたり、他の利用者または議会運営に使用を及ぼす等

の行為をしてはならない。 

 

（情報セキュリティ） 



 

第８条 議会事務局は、無線 LANの適正な管理のため、必要な情報を取得し、適切に管理す

るものとする。 

２ 利用者は、無線 LANの利用にあたり、「板橋区議会情報セキュリティ基本方針」を遵守す

るとともに個人情報及び非公開情報の取扱いに十分留意しなければならない。 

（利用制限及び停止） 

第９条 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線 LANの利用の制限又は停止を

命ずることができる。 

（１）議事運営に支障を及ぼすおそれがあると認める場合 

（２）秘密会その他通信の制限が必要と認められる場合 

（３）この要領に違反する行為があった場合 

（免責） 

第１０条 議会は、無線 LANの利用又は利用できなかったことにより利用者に生じた損害につ

いて、一切の責任を負わないものとする。 

（補則） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、無線 LANの運用に関し必要な事項は、議長が別に

定める。 

 

付 則 

この要領は、令和〇年〇月〇日から施行する。 
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